
https://www.daiichihoki.co.jp

本書の特色

A５判・160 頁　定価：本体 2,400 円＋税

この一冊で
最適な土地評価額の算定をサポート!

●土地評価額の算定に必要な建築基準法・都市計画法・土地区
画整理法・宅地造成等規制法・農地法・生産緑地法の概要と
税務との関係及びその留意ポイントを解説。
●不動産鑑定士と一級建築士、公認会計士と税理士の資格をも
つ実務経験豊富な2名の著者による信頼の内容！
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第1章　基礎編 1　建築基準法

1     建築基準法

　  建築基準法とは？
建築物の敷地、構造、設備と用途に関する最低限の基準をまとめ
た法律です。建築基準法は、個々の建築物や敷地の安全性確保等を
規定する「単体規定」と、単体規定の建築物の安全性に加え、健全
なまちづくりを規定した「集団規定」があります。

建築基準法の概要

（1） 用語の定義（建基法２，４，77 の 18）
・建築物：土地に定着する工作物のうち、屋根・柱・壁を有するもの、
これに附属する門・塀、観覧のための工作物などいい、建築設備も含
みます。なお、鉄道線路敷地内の施設や、プラットホームの上家は建
築物には含まれません。
・特殊建築物：学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、
百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、
寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、
火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいい
ます。
・建築：建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいい
ます。
・大規模の修繕・模様替：建築物の主要構造部（壁、柱、床、はり、屋
根、階段）の一種以上について行う過半の修繕・模様替をいいます。
・建築主：建築物に関する工事の請負契約の注文者または請負契約によ
らないで自らその工事をする者をいいます。
・建築主事：都道府県知事または市町村長が任命した公務員で、建築計
画の確認、工事完了後の検査などの行政事務を行います。また、建築

1

主事を置いている市町村（建築主事を置いていない市町村では都道府
県）を特定行政庁といいます。

・指定確認検査機関：建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や
都道府県知事から指定された民間の機関をいいます。

（2）建物の建築計画から完成まで
建物の建築計画から完成までは下記のような流れになります。

■建物の使用開始までの流れ

設計段階 施工段階 施工終了
建築確認 中間検査 完了検査

『 仕 様 規 定 』 『 性 能 規 定 』 

【 建 築 基 準 】

特定行政庁 or
指定確認検査機関

設計図書等の建築基準への適合性を審査 

■単体規定【建築物の安全性確保】

■集団規定【健全なまちづくり】

■建築基準関係規定 

○接道規制（避難・消防等の経路確保）････○敷地と道路の関係 
○用途規制（土地利用の混乱の防止）･･････○用途地域毎の建築制限 
○形態規制（市街地の環境の維持）････････○容積率、斜線制限等 

○敷地（衛生・安全の確保）･･････････････○雨水排水溝、盛土等 
○構造（地震等による倒壊の防止）････････○構造部材､壁量等 ･･･････○限界耐力計算等 
○防火・避難（火災からの人命の確保）････○耐火構造､避難階段等 ･･･○耐火設計法､避難安全検証法等 
○一般構造・設備（衛生・安全の確保）････○採光､階段､給排水設備等･･･○エレベーター強度検証法等  

建
築
計
画

工
事
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工
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開
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○バリアフリー法、消防法、都市計画法等
の一部の規定等のうち建築物の敷地、構
造又は建築設備に係るもの 

（国土交通省HPより一部加工のうえ掲載）

（3）建築確認
建築主は、一定の規模以上の建築物を建築（新築・増築・改築・移転 )

しようとする場合、または大規模の修繕、大規模の模様替えをしようと
する場合は、工事を着工する前に「建築確認申請書」を提出し、建築基
準法等の規定に適合するものであることについて、建築主事の確認を受
けなければなりません。
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第2章　税務編 2　都市計画法と税務上の関係法令

　  

　  ポイント
所得税法上譲渡とみなされる行為の適用要件や、租税特別措置法

に規定される収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の
適用要件を理解するにあたり、都市計画法およびその関連法令の理
解は重要です。そこで、所得税法や租税特別措置法を理解するにあ
たり、必要となる都市計画法および関連法令を解説します。また、
都市計画法上の規制が固定資産税の課税標準に与える影響につい
て、裁判所の判決を踏まえながら解説します。

都市計画法と税務上の
関係法令2

　　　　都市計画法と所得税の関わり

譲渡とみなされる行為

（１）所得税法上の譲渡所得
所得税法 33 条に規定する譲渡所得は、建物または構築物の所有を目

的とする地上権または賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期
間使用させる行為で、所得税法施行令79条1項で定めるものを含みます。
具体的には、建物もしくは構築物の所有を目的とする借地権 1 または
地役権の設定となります（所令 79 ①）。そして、地役権の設定に関する
かっこ書きの一部で都市計画法に言及しており、ⅰ都市計画法 4条 14
項に規定する公共施設の設置、ⅱ都市計画法 8条 1項 4号の特定街区内
における建築物の建築、これらのために設定されたもので、建造物の設
置を制限するものに限るとされています。そこで、以下では都市計画法
4条 14 項および 8条 1項 4号の内容について説明します。

（２）都市計画法4条14項の内容
都市計画法は、都市計画の内容およびその決定手続、都市計画制限、

都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都
市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公
共の福祉の増進に寄与することを目的とする法律です（都計法 1）。都
市計画法 4条は、用語の定義となっており、都市計画法 4条 14 項は、
公共施設の定義が規定されています。公共施設とは、道路、公園、都市
計画法施行令 1条の 2で定める「下水道、緑地、広場、河川、運河、水
路及び消防の用に供する貯水施設といった、公共の用に供する施設」を
いいます。このうち、道路は、建築基準法 42 条 1 項 2 号で定義される
道路と同義です。
なお、所得税法施行令 7条は繰延資産の範囲に関する規定ですが、こ

1

1   所得税法施行令 79 条 1 項では、「地上権若しくは賃借権」と規定されています。
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用語集

用語集
用　語 説　　明 関連法規

か 開発許可
制　　度

規制対象規模以上の開発行為をしようとす
る者は、原則、都道府県知事等の許可を受
けなければならない。

都市計画
法29

開発行為

主として建築物の建築又は特定工作物（コ
ンクリートプラント等の第１種特定工作
物、ゴルフコース・１ha以上の墓園等の
第２種特定工作物）の建設の用に供する目
的で行なう土地の区画形質の変更。

都市計画
法４⑫

き

北　　側
斜線制限

低層住居専用地域、中高層住居専用地域に
ついて、良好な住環境を確保するための斜
線制限。これらの地域では、真北方向の隣
地境界線、または真北方向の前面道路の反
対側の境界線から一定の範囲以内に建築物
の高さを収めなければならない。

建築基準
法56三

け

建築確認

一定の規模以上の建築物を建築（新築・増
築・改築・移転)、大規模の修繕、大規模
の模様替えの工事を着工する前に、建築基
準法等の規定に適合するものであることに
ついて、建築主事の確認を受けること。

建築基準
法６①

建築主事
都道府県知事または市町村長が任命した公
務員で、建築計画の確認、工事完了後の検
査などの行政事務を行う者。

建築基準
法４

建築審査会

特定行政庁の諮問に応じて、建築基準法の
施行に関する重要事項を調査・審議させる
ための審査会。建築主事を置く市町村と都
道府県に置かれている。

建築基準
法78

建築主
建築物に関する工事の請負契約の注文者ま
たは請負契約によらないで自らその工事を
する者。

建築基準
法２

建築物

土地に定着する工作物のうち、屋根・柱・
壁を有するもの、これに附属する門・塀、
観覧のための工作物などをいい、建築設備
も含まれる。なお、鉄道線路敷地内の施設
や、プラットホームの上家は含まれない。

建築基準
法２
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